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①これまでの行財政部会の活動状況について
〔報告〕

②指定都市の役割と目指すべき都市像等につい
て〔意見交換〕

③提案募集方式への対応状況について〔報告〕

④その他報告事項

本日の協議・報告項目
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【第１回】

○検討テーマ、個別検討項目の決定

【第２回】

○指定都市の果たすべき役割に関するアピールの発出
「人口減少社会や東京一極集中の現状を踏まえた今後の日本
社会における指定都市の果たすべき役割に関する指定都市
市長会アピール」

○特別自治市・道州制等の議論の情報共有
・指定都市市長会での議論

・第30次地方制度調査会等を始めとした国の動き

①これまでの行財政部会の活動状況について

２



３

②指定都市の役割と目指すべき都市像等について(1)
〔大都市の現状・課題〕

H23,7,27指定都市市長会

『新たな大都市制度の創設に関する指定都市の提案 あるべき大都市制度
の選択「特別自治市」』より

【大都市を取り巻く状況】

○経済のグローバル化などによる世界的な都市間競争の激化

⇒ 世界的な競争の中で、日本が強みを発揮するためには大都市への機能の
集積と機能高度化が不可欠

○少子化の進展による人口減少社会の到来や急速な高齢化の進展

⇒ 今後も大都市が、日本全体を牽引していくためには、大都市のポテン
シャルを発揮できるような地方自治制度改革が必要

【指定都市制度の課題】

○同一事務でも、一部の権限が道府県に留保され、指定都市に包括的な権限が
ない場合がある。

○河川管理や警察など、大都市に必要な事務権限がない。

○道府県との類似施策の実施による二重行政が発生。

○大都市が担う事務、役割に対応できない税財政制度（道府県から移譲された
特例事務に見合う税制上の措置が不十分。大都市特有の財政需要に対応でき
ていない市町村税制。）



４

【指定都市の役割】
人口減少克服・地方創生を目指す日本社会において指定都市が担うべ
き（求められる）役割は何か？
・圏域全体の活性化を牽引
・行政サービスを提供する基礎自治体 など ※参考資料１

【目指すべき指定都市の姿（都市像）】
指定都市がその役割を担うために目指すべき姿（都市像）はどういう
ものか？
・道州制も視野に入れた多様な大都市制度の早期実現 ※参考資料２

【移譲を求めるべき事務・権限及び税財源】
目指すべき姿のために移譲を求めるべき事務権限及び税財源は？
・大都市が担うべき事務・権限 ・広域自治体との役割分担
・大都市特例税制の創設

②指定都市の役割と目指すべき都市像等について(2)
〔意見交換〕



５

【H26年度共同提案項目への各府省一次回答】

○災害対応法制の見直し
⇒ 災害時従事命令権限：対応不可

救助主体権限の移譲：現行法で対応

○公共職業安定所（ハローワーク）業務全般の移管
⇒ 対応不可（現行の枠組みの活用）

○農地転用に関わる許可権限の移譲
⇒ 地方分権改革有識者会議 農地・農村部会で検討中

○私立幼稚園の設置認可等権限及び幼保連携型認定こども園以外
の認定こども園の認定権限の移譲

⇒ 私立幼稚園：対応不可（私立学校行政に係る事務は都道府県に一
元化）

認定こども園：一律の対応不可（事務処理特例制度で個別対応）

現在、20市合意の下、指定都市市長会事務局より、１次回答に対し、引
き続き移譲を求めるため今後も内閣府等との協議を継続。

③提案募集方式への対応状況について〔報告〕



④その他報告事項

〔現在の開催状況〕

○まち・ひと・しごと創生本部会合

第１回：9月12日

創生本部設置、組織体制、基本方針の決定

○まち・ひと・しごと創生会議

第１回：9月19日

有識者からの意見聴取・意見交換

○まち・ひと・しごと創生に関する有識者懇談会

第１回：8月26日、第２回：8月27日

有識者からの意見聴取

※平成26年9月29日、まち・ひと・しごと創生法案を閣議決定し、国会提出。

６

【まち・ひと・しごと創生本部について】



 



これまでの指定都市の役割に関する議論(1)

【指定都市市長会提案等】

都市圏全体の活性化、発展のための牽引役、日本の社

会・経済の更なる成長を支えるエンジン、行政サービス

を提供する基礎自治体、日本経済を牽引する役割

【第30次地方制度調査会答申】

大都市等は安心安全な生活空間を形成することにより、

第三次産業を中心に経済をけん引していくことが期待さ

れる

（参考資料１）
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【人口減少社会や東京一極集中の現状を踏まえた今後の日本
社会における指定都市の果たすべき役割に関する指定都市
市長会アピール（H26,7,25発出）〔抜粋〕】

○「人口急減・超高齢化」社会を迎える我が国で、持続的かつ安定

的な成長軌道に乗せていくために、大きな担税力を有する指定都

市がそれぞれの地域において、圏域全体の活性化を牽引する役割

を担うことが今後ますます重要となる。

○指定都市がそれぞれの地域の実情に合わせ「人口急減・超高齢

化」に対応することができるよう、更なる指定都市への事務・権

限と税財源の移譲、資金調達の仕組みの弾力化を図る必要がある。

○我々指定都市は、日本の社会・経済の更なる成長を支えるエンジ

ンとしての役割を十分に認識し、他市町村とも連携しながら、圏

域全体の持続的な発展と我が国全体の成長に寄与していく。

これまでの指定都市の役割に関する議論(2)

２



○H26,5,29「経済財政運営と改革の基本方針２０１４（仮称）に
対する提案」より

指定都市は、その規模や歴史・文化の違い、国や広域自治体との
関係性、地域で果たす役割など、それぞれが異なる特性を持ってお
り、大阪や新潟、名古屋なども、その地域にふさわしい大都市制度の
実現を目指した取組を行っている。
また、道州制の議論に当たっては、基礎自治体の充実と新たな大都

市制度の位置付けを明確にすることが不可欠である。
ついては、道州制も視野に入れつつ、第３０次地方制度調査会答申

も踏まえて道府県から指定都市への事務・権限と税財源の移譲を可
能な限り進めるとともに、「大都市地域における特別区の設置に関す
る法律」に続き、従来から指定都市市長会が提案している「特別自
治市」など、多様な大都市制度の早期実現を図ること。

【指定都市市長会提案等】

（参考資料２）

これまでの大都市制度に関する議論(1)

１



○新たな大都市制度の創設に関する指定都市の提案
～あるべき大都市制度の選択「特別自治市」～〔H23,7,27〕

あるべき大都市制度の一つの姿として、二層制の自治構造を廃
止し、大都市が、現行制度で国や道府県の事務とされているも
のも含め、地方が行うべき事務の全てを一元的に担う新たな大
都市制度「特別自治市」の創設を提案。

＜新たな大都市制度創設の必要性＞
道府県、市町村の果たす役割に変化が生じているにもかかわ
らず、道府県制度は、明治以来改革されていないため、効果
的・効率的な行政運営が阻害されている。道府県制度の見直
しを行い、基礎自治体を中心とした新たな制度を構築するこ
とが必要。

【指定都市市長会における特別自治市の検討】

これまでの大都市制度に関する議論(2)

２



３



４



５



大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制
に関する答申〔抜粋〕（平成２５年６月２５日）

第３ 新たな大都市制度
２ 特別市
（１）特別市（仮称）を検討する意義

全ての都道府県・市町村事務を処理することによる二重行政の完全
解消、効率的・効果的な行政体制、政策選択の自由度向上等に意義

（２）特別市（仮称）についてさらに検討すべき課題
住民代表機能のある区の必要性、警察事務の分割による広域犯罪対
応への懸念、全道府県税・市町村税を賦課徴収することによる周辺
自治体への影響等の課題について、更に検討が必要

（３）当面の対応
まずは都道府県から指定都市への事務と税財源の移譲により実質的
に特別市（仮称）へ近づけることとし、上記の課題は引き続き検討

【第30次地方制度調査会答申】

これまでの大都市制度に関する議論(3)

６









 



マスコミの東京一極集中について〔報告①〕

放送エリア（エリア内指定都市） 自主制作比率

キー局 関東広域圏（さいたま・千葉・横浜・川崎・相模原） ９４．５

ローカル局

近畿広域圏（京都・大阪・堺・神戸） ２９．４

中京広域圏（名古屋） １７．４

北海道（札幌） １７．６

宮城（仙台） ９．８

新潟（新潟） ７．５

静岡（静岡・浜松） ９．５

岡山・香川（岡山） ８．３

広島（広島） １２．８

福岡（北九州・福岡） １５．２

熊本（熊本） １０．０

その他（全国独立放送協議会加盟社含む） １０．３

１．ローカル局の自主制作比率について

※日本民間放送年鑑２０１３より
※自主制作比率は、放送エリア内に所在するテレビ局の平均値

〔指定都市市長会事務局提供資料〕

１

（参考資料４）



２

２．主な諸外国のローカル局の状況

アメリカ フランス 日本

ローカル局の８割は４
大ネットワーク等の系
列であるものの、連邦
制による地方政府の役
割の大きさなどから、
全国に1,387のローカル
局が発達。

パリの中央集権体制を
背景に商業放送３局を
中心とした全国一律の
放送が基本。2000年代
になって地方分権の流
れなどにより全国で48
のローカル局が開局。

全国で122あるローカル
局の９割は、東京５社
をキー局とするネット
ワークの系列。キー局
制作の番組と、ローカ
ル局制作の番組（上記、
自主制作比率を参照）
を放送。

※ＮＨＫデータブック 世界の放送２０１４等より作成

マスコミの東京一極集中について〔報告②〕

〔指定都市市長会事務局提供資料〕


